
災害発生時の連携

陸上自衛隊第１５旅団

西日本高速道路株式会社九州支社

「陸上自衛隊第１５旅団と西日本高速道路株式会社九州支社との
災害発生時の連携に関する確認書」

～ 災害対策の適正・円滑な遂行に向けて ～

平成２７年 １月１５日

第１５旅団



１．確認書の概要

○確認書の名称

「陸上自衛隊第１５旅団と西日本高速道路株式会社九州支社との災害発生時の
連携に関する確認書」

○確認書の締結者

（１）陸上自衛隊第１５旅団長
（２）西日本高速道路株式会社九州支社長

上尾 秀樹
本間 清輔

○目的

平成２４年８月２２日に締結した、「陸上自衛隊西部方面隊と西日本高速道路株
式会社との連携に関する実施協定」及び「原協定の解釈覚書」に関し、陸上自衛
隊第１５旅団の部隊行動範囲と西日本高速道路株式会社九州支社が管理する
高速道路における具体的な運用について必要な事項を定め、災害対策の適正
かつ円滑な遂行を図る。

注）以下、「陸上自衛隊西部方面隊と西日本高速道路株式会社との連携に関する実施協定」を「原協
定」、「原協定の解釈覚書」を「解釈覚書」という。



１．確認書の概要

○確認書の内容

（１）災害発生時の連絡態勢の確立≪原協定第３条第２項関連≫

九州支社

沖 縄 高速道路事務所

連絡態勢のイメージ

陸上自衛隊 西日本高速道路株式会社

第１５旅団司令部

第１５ヘリコプター隊

第１５偵察隊

第１５旅団



１．確認書の概要

（２）被害情報の提供方法≪原協定第４条（１）関連≫
・連絡員（リエゾン）の相互派遣
・情報共有可能な通信システム等を構築

（３）第１５旅団の緊急通行車両の通行≪原協定第４条（２）関連≫
・第１５旅団が高速道路通行止め区間を緊急通行する場合の手続きを確認

①高速道路の通行止め状況・被害状況

②災害派遣時の緊急輸送ルートの調整

③被災箇所の復旧支援

④高速道路沿線の被害状況

■情報共有

第１５旅団



１．確認書の概要

（４）高速道路の緊急開口部の活用≪原協定第４条（２）関連≫
・緊急を要する場合は、緊急開口部の開放作業を第１５旅団が実施できることを確認

（５）第１５旅団の救援活動に必要となる高速道路の緊急復旧≪原協定第４条（３）関連≫
・第１５旅団が自らの通行のため、高速道路及び施設を緊急復旧する場合の
手続きを確認

緊急開口部（１箇所）

陸上自衛隊保有の施設器材



１．確認書の概要

（６）高速道路の復旧協力の要請≪解釈覚書２（２）関連≫
・ＮＥＸＣＯが、第１５旅団に高速道路及び施設の復旧協力を要請する場合の手
続きを確認

（７）訓練の実施≪原協定第５条関連≫

（８）定期的な会議の実施≪原協定第６条関連≫

緊急通行訓練 関係機関との図上訓練



２．西部方面隊とＮＥＸＣＯとの協定

■陸上自衛隊西部方面隊と西日本高速道路株式会社との連携に関する実施協定
（締結日：H24.8.22）



３．確認書の範囲

原協定対象範囲

九州７県及び沖縄県

管理延長３，４１４ｋｍ ≪うち九州支社 １，０５９ｋｍ≫

確認書対象範囲

沖縄県 約０．２万㎢

管理延長 約５７km

第１５旅団



許田 

宜野座　

　　西原

西原Ｊ

那覇

沖縄（高）57.3km

３．確認書の範囲

： 高速道路事務所

： インターチェンジ

： ジャンクション

（高）： 高速道路事務所

沖縄県


